
〇

〇

発 行 内 閣 府
（原稿作成 国立印刷局）

目

次

令和年月日 金曜日 第号官 報

〔
府
令
・
省
令
〕

〇
郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
に
係

る
移
行
期
間
中
の
業
務
の
制
限
等
に
関
す

る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
内
閣
府
・
総
務
二
）

〔
省

令
〕

〇
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
財
務
六
〇
）

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
外
部
経
営
資
源
活
用
促
進
投
資
事
業
及
び

特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
実
施
に

関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
文
部
科
学
・
経
済
産
業
二
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
東
経
百
三
十
六
度
の
対
地
静
止
衛
星
軌
道

に
お
け
る
電
気
通
信
業
務
用
人
工
衛
星
局

の
免
許
の
申
請
期
間
等
に
関
す
る
件

（
総
務
二
七
三
）

〇
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
件

（
同
二
七
四
）

〇
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る

法
律
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
対
象
施
設
の
敷
地
等

を
指
定
す
る
件
（
外
務
三
〇
三
）

〇
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は

法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計

算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
寄
附
金
を
指

定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
財
務
二
二
三
）

〇
令
和
七
年
度
の
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
に

関
す
る
計
画
の
一
部
を
変
更
す
る
件

（
厚
生
労
働
二
二
七
）

〇
特
定
水
産
資
源
（
さ
ん
ま
、
ま
あ
じ
、
ま

い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
ま
い
わ
し
対
馬
暖

流
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖
流
系

群
、
う
る
め
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か

た
く
ち
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
か
た
く
ち

い
わ
し
瀬
戸
内
海
系
群
及
び
ま
だ
い
日
本

海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群
）
に
関
す
る
令

和
七
管
理
年
度
に
お
け
る
漁
業
法
第
十
五

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を
公
表
す

る
件
の
一
部
を
変
更
す
る
件

（
農
林
水
産
一
二
一
〇
）

〇
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制

に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
第
一
種
使
用
規
程
の
承
認

を
し
た
件
（
農
林
水
産
・
環
境
三
、
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
北
陸
地
方
整
備
局
四
二
〜
四
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
四
国
地
方
整
備
局
四
五
）

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

内
閣
府

厚
生
労
働
省

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

北
陸
地
方
整
備
局
公
示（
北
陸
地
方
整
備
局
）

公
聴
会

国
指
定
野
付
半
島
・
野
付
湾
鳥
獣
保
護
区
野

付
半
島
・
野
付
湾
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に

係
る
公
聴
会
の
開
催
に
つ
い
て
（
環
境
省
）

国
指
定
宍
道
湖
鳥
獣
保
護
区
宍
道
湖
特
別
保

護
地
区
の
指
定
に
係
る
公
聴
会
の
開
催
に
つ

い
て
（
同
）

国
指
定
湯
湾
岳
鳥
獣
保
護
区
湯
湾
岳
特
別
保

護
地
区
の
指
定
に
係
る
公
聴
会
の
開
催
に
つ

い
て
（
同
）

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
適
格
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
認
定

を
受
け
た
公
益
財
団
法
人
千
葉
県
暴
力
追
放

運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
か
ら
代
表
者
変
更
の
届

出
が
あ
っ
た
件

（
国
家
公
安
委
員
会
告
示
配
六
）

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
警
戒
区
域

を
変
更
す
る
件（
大
阪
府
公
安
委
告
示
配
一
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁有

権
者
申
出
方
、
司
法
書
士
懲
戒
処
分
、

公
示
送
達
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
会
社
更
生
、

再
生
、
所
有
者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他





府

令

・

省

令

郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
に
係
る
移
行
期
間
中
の
業
務
の
制
限
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す

る
命
令

郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
に
係
る
移
行
期
間
中
の
業
務
の
制
限
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
八
年
内
閣
府

総
務
省

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下「
対
象
規
定
」と
い
う
。）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
郵
便
貯
金
銀
行
が
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き

の
届
出
）

第
三
条
の
二

郵
便
貯
金
銀
行
は
、
法
第
百
十
条
の

二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
及
び
総
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

一

当
該
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書

類
二

郵
便
貯
金
銀
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

日
本
郵
政
株
式
会
社
が
保
有
す
る
郵
便
貯

金
銀
行
の
議
決
権
の
そ
の
総
株
主
の
議
決
権

に
占
め
る
割
合
が
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ロ

当
該
届
出
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を

記
載
し
た
書
類

三

法
第
百
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
遵
守
す

る
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
講
じ
よ
う
と
す
る

措
置
を
記
載
し
た
書
類

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

省

令

法

規

的

告

示

外
部
経
営
資
源
活
用
促
進
投
資
事
業
及
び
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示

外
部
経
営
資
源
活
用
促
進
投
資
事
業
及
び
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
六
年

文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正

後
改

正
前

一
（
略
）

一
（
略
）

二
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
実
施
方
法
に

関
す
る
事
項
そ
の
他
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事

業
に
関
す
る
重
要
事
項

二
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
実
施
方
法
に

関
す
る
事
項
そ
の
他
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事

業
に
関
す
る
重
要
事
項

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
内
閣
府

総
務
省
令
第
二
号

郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
百
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
郵
便
貯
金

銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
に
係
る
移
行
期
間
中
の
業
務
の
制
限
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

〇
財
務
省
令
第
六
十
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
二
百

八
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
六
第
六
項
第
三
号
中
「
第
二
十
一
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
号
ハ
」
に
改
め
、「
業
務
と
し
て
」

を
削
り
、「
同
号
」
を
「
同
号
ハ
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
第
二
号
中
「
第
四
条
第
二
号
ロ
」
を
「
第
四
条
第
二
項
第
二

号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
九
項
第
三
号
中
「
第
二
十
一
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
号
ハ
」
に
改
め
、「
業
務
と
し
て
」
を

削
り
、「
同
号
」
を
「
同
号
ハ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
二
号
中
「
第
四
条
第
二
号
ロ
」
を
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号

ロ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
八
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
文
部
科
学
省

経
済
産
業
省
告
示
第
二
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
部
経
営
資
源
活
用
促
進
投
資
事
業
及
び
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
実
施
に

関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治





文
部
科
学
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
法
第
十

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画

が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
要
件
と
す

る
。

文
部
科
学
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
法
第
十

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画

が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
要
件
と
す

る
。


当
該
計
画
に
基
づ
き
特
定
研
究
成
果
活
用
支

援
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
特

定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。）が

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
が

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。


当
該
計
画
に
基
づ
き
特
定
研
究
成
果
活
用
支

援
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
特

定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。）が

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
が

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。


～

（
略
）


～

（
略
）


役
員
の
う
ち
一
人
以
上
が
関
係
国
立
大
学

法
人
等
役
職
員
（
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援

事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
出
資
並
び
に

人
的
及
び
技
術
的
援
助
そ
の
他
の
連
携
協
力

体
制
を
当
該
法
人
と
の
間
で
構
築
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
国
立
大
学
法
人
等（
以
下「
関

係
国
立
大
学
法
人
等
」と
い
う
。）の
役
員（
国

立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十

二
号
）
第
十
条
若
し
く
は






第
二
十
四
条
に
規

定
す
る
役
員
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
法














（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
二




















条
に
規
定
す
る
役
員










を
い
う
。）若
し
く
は






職

員
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
又
は
設
立
団
体









（
同
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
立
団




















体
を
い
う
。）の
職
員










を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

以
外
の
者
で
あ
る
社
外
取
締
役（
会
社
法（
平

成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
十

五
号
に
規
定
す
る
社
外
取
締
役
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）で
あ
る
こ
と
。


役
員
の
う
ち
一
人
以
上
が
関
係
国
立
大
学

法
人
等
役
職
員
（
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援

事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
出
資
並
び
に

人
的
及
び
技
術
的
援
助
そ
の
他
の
連
携
協
力

体
制
を
当
該
法
人
と
の
間
で
構
築
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
国
立
大
学
法
人
等（
以
下「
関

係
国
立
大
学
法
人
等
」と
い
う
。）の
役
員（
国

立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十

二
号
）
第
十
条
又
は

第
二
十
四
条
に
規
定
す

る
役
員
を
い
う
。）又
は

職
員
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
者

で
あ
る
社
外
取
締
役
（
会
社
法
（
平
成
十
七

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
十
五
号
に

規
定
す
る
社
外
取
締
役
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）で
あ
る
こ
と
。


～

（
略
）


～

（
略
）


～

（
略
）


～

（
略
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
八
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

そ

の

他

告

示

パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜

期
間

令
和
七
年
八
月
十
九
日
か
ら
令
和
七
年
八
月
二
十
二
日
ま
で

対
象
外
国
公
館
等
の

所
在
地

神
奈
川
県
横
浜
市

西
区

み
な
と
み
ら
い
一
丁
目
一
番
一
号
及
び
二
号

対
象
外
国
公
館
等
の

敷
地

神
奈
川
県
横
浜
市

西
区

み
な
と
み
ら
い
一
丁
目
一
番
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

対
象
外
国
公
館
等
に

係
る
対
象
施
設
周
辺

地
域

神
奈
川
県
横
浜
市

西
区

み
な
と
み
ら
い
一
丁
目
、
み
な
と
み
ら
い
二
丁
目
一
番
（
次
の
図

面
に
示
す
部
分
に
限
る
。）及
び
三
番
、
み
な
と
み
ら
い
三
丁
目
五

番
か
ら
七
番
ま
で
、
み
な
と
み
ら
い
四
丁
目
四
番
及
び
六
番
（
い

ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。）並
び
に
七
番
か
ら
十
番

ま
で
、
み
な
と
み
ら
い
五
丁
目
一
番
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に

限
る
。）、
二
番
及
び
三
番
、
み
な
と
み
ら
い
六
丁
目
二
番
（
次
の

図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
番
及
び
四
番
（
次
の
図
面
に
示

す
部
分
に
限
る
。）

神
奈
川
県
横
浜
市

中
区

新
港
二
丁
目
一
番
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
二
番
か

ら
四
番
ま
で
、
五
番
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
六
番

か
ら
八
番
ま
で
及
び
九
番
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
三
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
無
線

局
の
免
許
の
申
請
期
間
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

一

申
請
期
間

令
和
七
年
八
月
十
八
日
（
月
）
八
時
三
十
分
か
ら
同
年
九
月
十
九
日
（
金
）
十
七
時
ま
で
の
間

二

無
線
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
の
範
囲

対
地
静
止
衛
星
軌
道

東
経
百
三
十
六
度
±
〇
・
一
度

三

使
用
す
る
周
波
数

十
二
・
二
七
GHz
を
超
え
十
二
・
七
五
GHz
以
下

四

そ
の
他
免
許
の
申
請
に
資
す
る
事
項

同
一
軌
道
位
置
に
お
い
て
、
既
に
免
許
を
受
け
運
用
し
て
い
る
人
工
衛
星
局
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
三
に
規
定

す
る
周
波
数
の
電
波
の
一
部
に
つ
き
、
使
用
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。

五

申
請
書
の
提
出
場
所

申
請
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
、
総
合
通
信
局
又
は
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所

六

問
合
せ
先

総
務
省
総
合
通
信
基
盤
局
電
波
部
基
幹
・
衛
星
移
動
通
信
課
衛
星
事
業
係

電
話
〇
三
（
五
二
五
三
）
五
九
〇
一

〇
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

一

名

称

令
和
七
年
度
米
尼
軍
等
と
の
実
動
訓
練
参
加
部
隊

二

国
外
派
遣
期
間

令
和
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
令
和
七
年
九
月
十
八
日
ま
で

三

派
遣
人
数
（
概
数
）

四
百
人
程
度

四

派

遣

地

域

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
三
号

第
九
回
ア
フ
リ
カ
開
発
会
議
に
際
し
、
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
対
象
外
国

公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅





一
か
ら
十
一
に
掲

げ
る
点
を
順
次
に

結
ん
だ
線
及
び
一

に
掲
げ
る
点
と
十

一
に
掲
げ
る
点
と

を
結
ぶ
海
岸
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
海

域

一

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
五
十
七
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三

十
七
分
五
十
五
秒

二

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
五
十
八
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三

十
七
分
五
十
七
秒

三

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
五
十
五
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三

十
八
分
二
秒

四

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
五
十
四
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三

十
八
分
六
秒

五

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
四
十
九
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三

十
八
分
十
八
秒

六

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
四
十
六
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三

十
八
分
十
九
秒

七

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
三
十
一
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三

十
八
分
三
十
五
秒

八

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
十
三
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三
十

八
分
十
二
秒

九

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
十
六
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三
十

八
分
二
秒

十

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
十
七
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三
十

八
分
一
秒

十
一

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
十
八
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三

十
八
分

備
考

一

「
次
の
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
外
務
省
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄
に
掲
げ
る
区
域

に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少
な
く
と
も
一
方
が

当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は
、
対
象
施
設
周
辺
地

域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

三

側
端
の
少
な
く
と
も
一
方
が
こ
の
表
の
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄
に
掲
げ

る
区
域
に
接
す
る
水
面
の
区
間
は
、
対
象
施
設
周
辺
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対

応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改
正

後
改

正
前

さ
ん
ま
、
ま
あ
じ
、
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
ま

い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖

流
系
群
、
う
る
め
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く

ち
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸
内

海
系
群
及
び
ま
だ
い
日
本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群

に
関
す
る
令
和
７
管
理
年
度
（
令
和
７
年
１
月
１
日

か
ら
同
年
12月
31日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。）に
お
け

る
漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
15条
第
１
項

各
号
に
掲
げ
る
数
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

さ
ん
ま
、
ま
あ
じ
、
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
ま

い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖

流
系
群
、
う
る
め
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く

ち
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸
内

海
系
群
及
び
ま
だ
い
日
本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群

に
関
す
る
令
和
７
管
理
年
度
（
令
和
７
年
１
月
１
日

か
ら
同
年
12月
31日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。）に
お
け

る
漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
15条
第
１
項

各
号
に
掲
げ
る
数
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
・
第
二
（
略
）

第
一
・
第
二
（
略
）

第
三
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群

第
三
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群

一
（
略
）

一
（
略
）

二
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
（
法
第
15条
第
１

項
第
２
号
関
係
）

二
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
（
法
第
15条
第
１

項
第
２
号
関
係
）

法
第
15条
第
１
項
第
２
号
の
都
道
府
県
別
漁

獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
都
道

府
県
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
数
量
と
す
る
。

法
第
15条
第
１
項
第
２
号
の
都
道
府
県
別
漁

獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
都
道

府
県
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
数
量
と
す
る
。

（
単
位
：
ト
ン
）

（
単
位
：
ト
ン
）

都
道
府
県

都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

都
道
府
県

都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

宮
崎
県

13300




宮
崎
県

9300




（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
（
略
）

三
（
略
）

第
四
～
第
九
（
略
）

第
四
～
第
九
（
略
）

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
財
務
省
告
示
第
二
百
二
十
三
号

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
七
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
第
三
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は
法
人
の
各
事

業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
寄
附
金
を
指
定
す
る
件
（
昭
和
四
十
年
四
月
大
蔵
省
告
示
第

百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
八
月
十
六
日
以
後
に
支
出
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

本
文
第
一
号
中
「
出
資
に
関
す
る
も
の
を
除
く
」
を
「
同
号
に
規
定
す
る
設
置
及
び
管
理
に
限
る
」
に
改
め
る
。

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
七
号

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
二
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
度
の
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
に
関
す
る
計
画
（
令
和
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

第
五
の
一
の
２
の

中
「
二
十
五
万
リ
ッ
ト
ル
」
を
「
六
・
七
万
リ
ッ
ト
ル
」
に
、「
四
十
一
万
リ
ッ
ト
ル
」
を
「
五

十
九
・
三
万
リ
ッ
ト
ル
」
に
改
め
る
。

別
表
の
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
の
項
中
「48400

」
を
「36400

」
に
、「567700

」
を
「555700

」
に
、「407400

」

を
「405200

」
に
、「975100

」
を
「960800

」
に
改
め
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
十
一
月
二
十

一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
百
四
十
五
号
（
特
定
水
産
資
源
（
さ
ん
ま
、
ま
あ
じ
、
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
ま
い

わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
う
る
め
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
太
平

洋
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸
内
海
系
群
及
び
ま
だ
い
日
本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群
）
に
関
す
る
令
和
七
管
理
年

度
に
お
け
る
漁
業
法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を
公
表
す
る
件
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

〇
農
林
水
産
省

環

境

省
告
示
第
三
号

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九

十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
七
月
九
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
第
一
種
使
用
規
程
の
承
認
を

し
た
の
で
、
同
法
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

環
境
大
臣

浅
尾
慶
一
郎





承認番号 2546Ｐ0007

承認を受けた者の名称、代表者
の氏名及び主たる事務所の所在
地

バイエルクロップサイエンス株式会社
代表取締役社長 大島 美紀
東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

承認を受けた第一種使用規程

遺伝子組換え生物等の種類の
名称

半矮性トウモロコシ（GA20ox̲SUP, Zea mays subsp. mays
(L.) Iltis）（MON94804, OECD UI : MON-94804-4）

遺伝子組換え生物等の第一種
使用等の内容

食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運
搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

遺伝子組換え生物等の第一種
使用等の方法



承認番号 2546Ｐ0004

承認を受けた者の名称、代表者
の氏名及び主たる事務所の所在
地

コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社
代表取締役社長 野村真一郎
東京都千代田区永田町二丁目11番１号

承認を受けた第一種使用規程

遺伝子組換え生物等の種類の
名称

コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウ
モロコシ（ipd072Aa, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis）
（DP51291, OECD UI : DP-051291-2）

遺伝子組換え生物等の第一種
使用等の内容

食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運
搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

遺伝子組換え生物等の第一種
使用等の方法



承認番号 2546Ｐ0005

承認を受けた者の名称、代表者
の氏名及び主たる事務所の所在
地

コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社
代表取締役社長 野村真一郎
東京都千代田区永田町二丁目11番１号

承認を受けた第一種使用規程

遺伝子組換え生物等の種類の
名称

チョウ目害虫抵抗性ダイズ（cry1B. 61. 1, cry1Ca. 03,
vip3Ab1. 740, Glycine max (L.) Merr.）（COR1921, OECD
UI：COR-01921-4）

遺伝子組換え生物等の第一種
使用等の内容

隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに
付随する行為

１ 隔離ほ場の施設
 部外者の立入りを防止するため、隔離ほ場を取り囲む
ようにフェンスを設置している。
 隔離ほ場であること、部外者は立入禁止であること及
び管理責任者の氏名を明示した標識を見やすい所に掲げ
ている。
 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等に付着した土、
本遺伝子組換えダイズの種子等を洗浄によって除去する
ための洗い場を設置しているとともに、当該ダイズの隔
離ほ場の外への流出を防止するための設備を排水系統に
設置している。
 本遺伝子組換えダイズの種苗が、野鳥等の食害により
拡散することを防止するため、播種時及び成熟期から収
穫期には防鳥網を設置する。

２ 隔離ほ場での作業要領
 本遺伝子組換えダイズ及び比較対象の非遺伝子組換え
ダイズ以外の植物が、隔離ほ場内で生育することを最小
限に抑える。
 本遺伝子組換えダイズを隔離ほ場の外に運搬又は保管
する場合は、当該ダイズが漏出しない構造の容器に入れ
る。
 により運搬又は保管する場合を除き、本遺伝子組換
えダイズの栽培終了後は、当該ダイズ及び比較対象の非
遺伝子組換えダイズを隔離ほ場内にすき込む等により、
確実に不活化する。
 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等は、作業終了後、
隔離ほ場内で洗浄すること等により、意図せずに本遺伝
子組換えダイズが隔離ほ場の外に持ち出されることを防
止する。
 隔離ほ場が本来有する機能が十分に発揮されるよう
に、設備の維持及び管理を行う。
 からまでに掲げる事項を第一種使用等を行う者に
遵守させる。
 別に定めるモニタリング計画書に基づき、モニタリン
グを実施する。
 生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに
至った場合は、別に定める緊急措置計画書に基づき、速
やかに対処する。

遺伝子組換え生物等の第一種
使用等の方法

所 在 地：栃木県宇都宮市清原工業団地19番地２ セラニー
ズ株式会社宇都宮事業所内

名 称：コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社 組換
え農作物隔離ほ場

使用期間：承認日から令和11年（2029年）３月31日まで

令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

〇 農 林 水 産 省環 境 省 告 示 第 四 号

遺 伝 子 組 換 え 生 物 等 の 使 用 等 の 規 制 に よ る 生 物 の 多 様 性 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 九

十 七 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 七 月 十 八 日 付 け を も っ て 次 の 第 一 種 使 用 規 程 の 承 認

を し た の で 、 同 法 第 八 条 の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 七 年 八 月 十 五 日 農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎

環 境 大 臣 浅 尾 慶 一 郎

〇 北 陸 地 方 整 備 局 告 示 第 四 十 二 号

次 の よ う に 道 路 の 区 域 を 変 更 し た の で 、 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 十 八 条 第 一 項 の

規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 七 年 八 月 十 五 日 か ら 二 週 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 七 年 八 月 十 五 日 北 陸 地 方 整 備 局 長 髙 松 諭

道 路 の 種 類 一 般 国 道

路 線 名 八 号





道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備

考

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

石
川
県
河
北
郡
津
幡
町
字
九
折
カ
一

〇
番
か
ら
同
町
字
河
内
ロ
一
二
〇
番

二
地
先
ま
で

前

ＡＢ

一
二
・
〇
〇
〜
八
二
・
六
六

一
二
・
六
〇
〜
七
七
・
五
五

一
・
一
三
六

一
・
八
七
一

上
記
Ａ
及
び
Ｂ
は
、

関
係
図
面
に
表
示
す

る
敷
地
の
区
分
を
い

う
。

後

ＡＢ

一
二
・
〇
〇
〜
八
二
・
六
六

一
二
・
八
二
〜
七
七
・
五
五

一
・
一
三
六

一
・
八
七
一

図
面
縦
覧
場
所

北
陸
地
方
整
備
局
及
び
同
局
金
沢
河
川
国
道
事
務
所

人
事
異
動

叙
位
・
叙
勲

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
北
陸
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
三
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

八
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

高
岡
市
北
島
字
御
蔵
三
番
二
六
か
ら
同
市
北
島
字
御
蔵
三
番

一
ま
で

前後

二
五
・
八
三
〜
四
五
・
二
二

二
六
・
一
五
〜
四
五
・
二
二

〇
・
〇
二
一

〇
・
〇
二
一

図
面
縦
覧
場
所

北
陸
地
方
整
備
局
及
び
同
局
富
山
河
川
国
道
事
務
所

〇
北
陸
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
四
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

八

号

高
岡
市
北
島
字
御
蔵
三
番
二
六
か
ら
同
市
山
ノ
下
二
一
四
番
一
ま

で

北
陸
地
方
整
備
局
及
び
同
局
富

山
河
川
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
八
月
十
五
日

〇
四
国
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
五
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

四
国
地
方
整
備
局
長

豊
口

佳
之

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

三
十
三
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

愛
媛
県
上
浮
穴
郡
久
万
高
原
町
日
野
浦
三
三
五
二
番
か
ら
同

町
日
野
浦
三
三
五
五
番
ま
で

前後

一
二
・
六
二
〜
二
二
・
〇
八

一
四
・
九
二
〜
二
四
・
八
六

〇
・
〇
三
八

〇
・
〇
三
八

図
面
縦
覧
場
所

四
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
松
山
河
川
国
道
事
務
所

内

閣

国
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

デ
ジ
タ
ル
大
臣
平
将
明
帰
朝
に
つ
き
デ
ジ
タ
ル
大
臣
事
務

代
理
を
免
ず
る

同

村
上
誠
一
郎

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
平
将
明
帰
朝
に
つ
き
内
閣
府
特
命

担
当
大
臣
（
規
制
改
革
及
び
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
）
事
務

代
理
を
免
ず
る
（
以
上
八
月
十
三
日
）

内

閣

府

荒
井

秀
典

新
木

一
弘

佐
藤

綾
子

中
山

健
夫

古
江

美
保

本
田
麻
由
美

（
杉
浦
麻
由
美
）

松
尾
真
紀
子

山
内
理
夏
子

（
河
野
理
夏
子
）

渡
部

眞
也

日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る
（
各

通
）（
八
月
四
日
）

厚
生
労
働
省

菅
野

淑
子

労
働
保
険
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る
（
八
月
十
五
日
）

〇
叙
位

藤
田

恒
郎

正
四
位
に
叙
す
る

阿
部

洋
一

大
崎

定
幸

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

石
川

保

浦
上

辰
雄

佐
藤

至
紀

山
下

力

山
田

勲

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

大
平

太
一

川
瀬

雅
喜

鈴
木

一
夫

手
嶋

正
司

波
多

雄
一

森
本

忠
樹

森
本

博

渡

紘
一

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

草
野

釀
二

正
七
位
に
叙
す
る

衛
藤

祐

村
上

優
一

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
七
月
七
日
）小

林

新
一

正
四
位
に
叙
す
る

礒
崎

薫

佐
伯

睦
子

野
宮

正
行

浜
田

脩

山
口

薫

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

稲
垣
矢
津
男

今
岡

敕

海
田

征
夫

工
藤

耕
三

内
藤

正
行

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）上

條

利
幸

岸

伊
佐
雄

橋
本

豊

村
野

克
己

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

日
野

清
三

（
大
阪
府
警
部
）

備
前

和
樹

松
島

良
寛

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

榊
原

正
義

芳
賀

豐

山
下

兼
利

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
七
月
八
日
）志

太

勤

従
四
位
に
叙
す
る

（
海
上
保
安
官
）

荻
野

和
之

長
島

榮
一

正
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）金

井
塚

修

杉
岡

義
清

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

新
井

茂

工
藤

正
義

柴
崎

昭
爾

西
澤

誠
一

沼
本

治
國

古
川

俊
次

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

青
木

紀
明

赤
間

長
男

末
冨

文
佳

鈴
木

孝

前
田

博
美

吉
田

健
一

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

安
永

孝
樹

従
七
位
に
叙
す
る
（
以
上
七
月
九
日
）

藤
縄

利
康

正
六
位
に
叙
す
る
（
七
月
十
一
日
）

〇
叙
勲

川
瀬

雅
喜

旭
日
双
光
章
を
授
け
る

室
谷

俊
次

山
口

栄
秋

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
七
月
七
日
）

岸

伊
佐
雄

旭
日
双
光
章
を
授
け
る

佐
藤

郁
夫

鈴
木

耕

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
七
月
八
日
）

西
林

武
仁

日
高

一
市

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
七
月
九
日
）藤

田

恒
郎

瑞
宝
中
綬
章
を
授
け
る





官

庁

報

告

令和年月日 金曜日 第号官 報

官

庁

事

項

北
陸
地
方
整
備
局
公
示

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

八
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

高
岡
市
北
島
字
御
蔵
三
番
二
六
か
ら
同
市
北
島
字
御
蔵
三
番
一
ま
で

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）た
だ
し
、
電
柱
を

地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に

用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
七
年
八
月
十
六
日

図

面

縦

覧

場

所

北
陸
地
方
整
備
局
及
び
同
局
富
山
河
川
国
道
事
務
所

公

聴

会

国
指
定
野
付
半
島
・
野
付
湾
鳥
獣
保
護
区
野
付
半
島
・
野

付
湾
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
係
る
公
聴
会
の
開
催
に
つ

い
て鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
平
成
14年
法
律
88号
）
第
29条
第
４
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
28条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下

記
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及

び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
14年
環
境
省
令
第
28号
）
第
79条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

傍
聴
希
望
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
北
海
道
釧
路
市
幸
町

10
３
釧
路
地
方
合
同
庁
舎
４
階
釧
路
自
然
環
境
事
務

所
（
電
話
番
号
0154

32
7500）へ

御
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
８
月
15
日

環
境
大
臣
浅
尾
慶
一
郎

記
１
日
時
令
和
７
年
９
月
５
日
（
金
）
13時
30分
か
ら

15時
30分
ま
で

２
場
所
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
み
な
く
る
）
会
議
室

２
北
海
道
野
付
郡
別
海
町
別
海
旭
町
149番

地
１

３
案
件
国
指
定
野
付
半
島
・
野
付
湾
鳥
獣
保
護
区
野

付
半
島
・
野
付
湾
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

国
指
定
宍
道
湖
鳥
獣
保
護
区
宍
道
湖
特
別
保
護
地
区
の
指

定
に
係
る
公
聴
会
の
開
催
に
つ
い
て

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
平
成
14年
法
律
88号
）
第
29条
第
４
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
28条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下

記
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及

び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
14年
環
境
省
令
第
28号
）
第
79条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

傍
聴
希
望
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
岡
山
県
岡
山
市
北
区
下

石
井
１

４

１
中
国
四
国
地
方
環
境
事
務
所
（
電
話

番
号
086

223
1561）

へ
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
８
月
15
日

環
境
大
臣
浅
尾
慶
一
郎

記
１
日
時
令
和
７
年
９
月
11日
（
木
）
14時
00分
か
ら

16時
00分
ま
で

２
場
所
鳥
取
県
米
子
市
東
町
124

16
米
子
地
方

合
同
庁
舎
４
階
会
議
室

３
案
件
国
指
定
宍
道
湖
鳥
獣
保
護
区
宍
道
湖
特
別
保

護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

国
指
定
湯
湾
岳
鳥
獣
保
護
区
湯
湾
岳
特
別
保
護
地
区
の
指

定
に
係
る
公
聴
会
の
開
催
に
つ
い
て

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
平
成
14年
法
律
88号
）
第
29条
第
４
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
28条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下

記
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及

び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
14年
環
境
省
令
第
28号
）
第
79条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

傍
聴
希
望
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
沖
縄
県
那
覇
市
樋
川

１

15
15
那
覇
第
一
地
方
合
同
庁
舎
１
階
沖
縄
奄

美
自
然
環
境
事
務
所
（
電
話
番
号
098

836
6400）

へ
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
８
月
15
日

環
境
大
臣
浅
尾
慶
一
郎

記
１
日
時
令
和
７
年
９
月
11日
（
木
）
14時
00分
か
ら

16時
00分
ま
で

２
場
所
鹿
児
島
県
大
島
郡
大
和
村
思
勝
477

１
大
和
村
防
災
セ
ン
タ
ー

３
案
件
国
指
定
湯
湾
岳
鳥
獣
保
護
区
湯
湾
岳
特
別
保

護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

（
海
上
保
安
官
）

荻
野

和
之

瑞
宝
小
綬
章
を
授
け
る

工
藤

正
義

末
冨

文
佳

長
島

榮
一

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

前
田

博
美

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
以
上
七
月
九
日
）

岸

智

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
七
月
十
一
日
）

石
川

保

衛
藤

祐

草
野

釀
二

原
田

和
久

渡

紘
一

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

瀬
戸

利

村
上

優
一

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
七
月
七
日
）

礒
崎

薫

野
宮

正
行

瑞
宝
小
綬
章
を
授
け
る
（
各
通
）

村
野

克
己

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る

岸
本

昭

芳
賀

豐

（
大
阪
府
警
部
）

備
前

和
樹

山
下

兼
利

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
七
月
八
日
）

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
し
て
い
た
二
級
河
川

の
特
定
河
川
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
十
条
の
八
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

一

河
川
の
名
称

南
志
見
川
水
系
南
志
見
川

二

区
間

左
岸

石
川
県
輪
島
市
小
田
屋
町
地
先

右
岸

石
川
県
輪
島
市
里
町
地
先

三

工
事
の
内
容

災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
工
事
と
し
て
行
う
河
川
管
理
施
設
の
応
急
復
旧
等

四

工
事
完
了
の
日

令
和
七
年
八
月
七
日





公 告

令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

有権者申出方

元当局所属公証人杉垣公基の身元保証金還付に
つき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の
日の翌日から６か月以内に当局に申し出て下さ
い。
令和７年８月 15 日 横浜地方法務局





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

相続権主張の催告






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

公 示 催 告

失踪に関する届出の催告

破産手続開始

失 踪 宣 告

失踪宣告取消

除 権 決 定





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結

破産手続終結及び免責許可決定





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

書面による計算報告

特別清算開始

令和７年（ヒ）第２０５１号
東京都千代田区神田神保町３丁目２番地
清算株式会社 株式会社ＴＥＨ整理会社
代表清算人 片岡 牧
１ 決定年月日 令和７年７月31日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

東京地方裁判所民事第20部

令和７年（ヒ）第２０５３号
東京都渋谷区神宮前１丁目６番地15号原宿
ジュネスビル２階
清算株式会社 株式会社ＮＣＩＴＬ
代表清算人 星野 雄司
１ 決定年月日 令和７年７月30日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第２０５４号
東京都中央区日本橋２丁目１番14号日本橋加
藤ビルディング６階弁護士法人 ＰＬＡＺＡ
総合法律事務所内
清算株式会社 株式会社ラックナム
代表清算人 小幡 朋弘
１ 決定年月日 令和７年７月31日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第９号
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2461番地
７
清算株式会社 株式会社小板橋宝飾
代表清算人 小板橋礼子
１ 決定年月日 令和７年７月30日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

甲府地方裁判所
令和７年（ヒ）第５号
熊本市東区桜木４丁目16番29２号202
清算株式会社 株式会社ＭＳＩ
代表清算人 宮﨑 浩二
１ 決定年月日 令和７年７月30日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

熊本地方裁判所民事第１部

特別清算終結

令和７年（ヒ）第１号
長崎県対馬市美津島町鶏知甲490番地の１
清算株式会社 株式会社ＳＫ
１ 決定年月日 令和７年７月31日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

長崎地方裁判所厳原支部




令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

更生手続における包括的禁止
命令

令和７年（ミ）第２号
埼玉県戸田市下戸田２丁目16番２号
開始前会社 コア・ファーマシー株式会社
主文 開始前会社について更生手続開始の決定が
されたとすれば更生債権者又は更生担保権者と
なる者は、開始前会社の更生手続開始の申立て
につき決定があるまでの間、次の行為をしては
ならない。
１ 開始前会社について更生手続開始の決定がさ
れたとすれば更生債権又は更生担保権となるも
のに基づく強制執行、仮差押え、仮処分及び担
保権の実行
２ 上記更生債権又は更生担保権となるものを被
担保債権とする留置権による競売
３ 国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処
分（いずれも共益債権を徴収するためのものを
除く。）
令和７年７月30日

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ミ）第４号
東京都文京区本郷１丁目５番７号宝生ハイツ
505号
開始前会社 シー・シー・コア・ファーマシー
株式会社

主文 開始前会社について更生手続開始の決定が
されたとすれば更生債権者又は更生担保権者と
なる者は、開始前会社の更生手続開始の申立て
につき決定があるまでの間、次の行為をしては
ならない。
１ 開始前会社について更生手続開始の決定がさ
れたとすれば更生債権又は更生担保権となるも
のに基づく強制執行、仮差押え、仮処分及び担
保権の実行
２ 上記更生債権又は更生担保権となるものを被
担保債権とする留置権による競売
３ 国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処
分（いずれも共益債権を徴収するためのものを
除く。）
令和７年７月30日

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ミ）第５号
茨城県日立市折笠町564番地２
開始前会社 株式会社コンフィアンス
主文 開始前会社について更生手続開始の決定が
されたとすれば更生債権者又は更生担保権者と
なる者は、開始前会社の更生手続開始の申立て
につき決定があるまでの間、次の行為をしては
ならない。

１ 開始前会社について更生手続開始の決定がさ
れたとすれば更生債権又は更生担保権となるも
のに基づく強制執行、仮差押え、仮処分及び担
保権の実行
２ 上記更生債権又は更生担保権となるものを被
担保債権とする留置権による競売
３ 国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処
分（いずれも共益債権を徴収するためのものを
除く。）
令和７年７月30日

東京地方裁判所民事第20部

更生手続における保全管理命令
令和７年（ミ）第２号
埼玉県戸田市下戸田２丁目16番２号
開始前会社 コア・ファーマシー株式会社
１ 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があ
るまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、
保全管理人による管理を命ずる。
２ 保全管理人 東京都港区西新橋１丁目21番８
号弁護士ビル707号室 かなやま法律事務所
弁護士 金山 伸宏
令和７年７月30日

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ミ）第３号
東京都文京区本郷１丁目５番７号宝生ハイツ
505
開始前会社 シティ・メディカル・ホールディ
ングス株式会社

１ 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があ
るまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、
保全管理人による管理を命ずる。
２ 保全管理人 東京都港区西新橋１丁目21番８
号弁護士ビル707号室 かなやま法律事務所
弁護士 金山 伸宏
令和７年７月30日

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ミ）第４号
東京都文京区本郷１丁目５番７号宝生ハイツ
505号
開始前会社 シー・シー・コア・ファーマシー
株式会社

１ 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があ
るまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、
保全管理人による管理を命ずる。

２ 保全管理人 東京都港区西新橋１丁目21番８
号弁護士ビル707号室 かなやま法律事務所
弁護士 金山 伸宏
令和７年７月30日

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ミ）第５号
茨城県日立市折笠町564番地２
開始前会社 株式会社コンフィアンス
１ 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があ
るまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、
保全管理人による管理を命ずる。
２ 保全管理人 東京都港区西新橋１丁目21番８
号弁護士ビル707号室 かなやま法律事務所
弁護士 金山 伸宏
令和７年７月30日

東京地方裁判所民事第20部

監 督 命 令

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可






令和年月日 金曜日 第号官 報
所
有
者
不
明
土
地
及
び
建
物
管
理

命
令
に
関
す
る
異
議
の
催
告

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
甲
の
株

主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
八
月
一
日
に
終
了
し
、

乙
の
総
社
員
の
同
意
は
同
年
同
月
同
日
に
得
て
お
り
ま

す
。こ

の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。h

ttp
://w
w
w
.h
jt.co
.jp
/k
essa
n

令
和
七
年
八
月
十
五
日

札
幌
市
西
区
琴
似
一
条
一
丁
目
一
番
一
二
号

（
甲
）
北
海
道
ジ
ェ
イ
・
ア
ー
ル
都
市
開
発
株
式

会
社

代
表
取
締
役

前
川

直
之

札
幌
市
西
区
琴
似
一
条
一
丁
目
一
番
一
二
号

（
乙
）
合
同
会
社
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

代
表
社
員
北
海
道
ジ
ェ
イ
・
ア
ー
ル
都
市
開
発

株
式
会
社

職
務
執
行
者

前
川

直
之

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｊ

Ｆ
Ｕ
Ｎ
１
６

代
表
取
締
役

貝
瀬

和
人

東
京
都
江
東
区
福
住
二
丁
目
二
番
九
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｊ

Ｆ
Ｕ
Ｎ
１
６
．
５

代
表
取
締
役

貝
瀬

和
人

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日

掲
載
頁

九
十
一
頁
（
号
外
第
二
六
七
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日

掲
載
頁

九
十
二
頁
（
号
外
第
二
六
七
号
）

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
中
央
区
新
富
一
丁
目
一
二
番
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
ビ
ジ
ネ

ス
サ
ー
ビ
ス代

表
取
締
役

後
藤

雅
夫

東
京
都
港
区
南
青
山
二
丁
目
五
番
二
〇
号

（
乙
）
株
式
会
社
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
ク
リ

エ
ィ
テ
ィ
ブ代

表
取
締
役

後
藤
登
世
子

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
五
日

掲
載
頁

十
九
頁

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
五
日

掲
載
頁

十
九
頁

令
和
七
年
八
月
十
五
日

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
寺
久
保
六
四
番
地
一
二

（
甲
）
株
式
会
社
グ
ッ
ド
ス
ロ
プ

代
表
取
締
役

井
坂

誠
司

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
二
四
番
一
〇
号
ハ
リ

フ
ァ
ッ
ク
ス
御
成
門
ビ
ル
六
階

（
乙
）
株
式
会
社
日
本
建
設
情
報
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

井
坂

誠
司

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
七
月
三
十
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
四
一
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

静
岡
県
島
田
市
宮
川
町
二
三
四
九
番
地
の
六

（
甲
）
あ
か
り
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
山

永
好

静
岡
県
島
田
市
東
光
寺
高
畔
一
七
八
番
地
の
五

（
乙
）
有
限
会
社
ワ
コ
ー

代
表
取
締
役

中
山

永
好

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
乙
は
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

広
島
県
東
広
島
市
西
条
中
央
六
丁
目
三
一
番
三
五

号
ウ
エ
ス
ト
ポ
ン
ド
六
〇
五
号

（
甲
）
ｉ
・
Ｄ
Ｅ
Ａ
合
同
会
社

代
表
社
員

山
名

浩
司

広
島
県
東
広
島
市
西
条
町
吉
行
二
二
一
四
番
地

（
乙
）
有
限
会
社
東
広
島
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

山
名

征
三

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は

同
日
付
で
ヤ
マ
エ
オ
ー
ト
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社
に
商
号
を

変
更
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
・
乙
）

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
七
年
八
月
十
五
日

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
南
二
丁
目
一
番
九
号

（
甲
）
ヤ
マ
エ
石
油
株
式
会
社

代
表
取
締
役

國
﨑

司

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
南
二
丁
目
一
番
九
号

（
乙
）
ヤ
マ
エ
レ
ン
タ
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

國
﨑

司

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
（
甲

株
式
五
百
株
を
含
む
）
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
日

掲
載
頁

四
頁

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
日

掲
載
頁

八
十
一
頁
（
号
外
第
一
五
九
号
）

令
和
七
年
八
月
十
五
日

熊
本
市
東
区
小
山
町
一
九
二
二
番
地
五

（
甲
）
九
州
栄
孝
エ
キ
ス
プ
レ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
野

俊
雄

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
三
番
三
四
号

（
乙
）
Ｙ
Ｇ
Ｌ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
野

俊
雄





令和年月日 金曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
、
乙
は
甲
の
太
陽
光
発
電

事
業
の
一
部
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
、
甲
は
そ
れ

を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
十
七
日
で
あ
り
、
甲
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
九
月
十
六
日
に
予
定

し
て
お
り
、
乙
の
総
社
員
の
同
意
は
、
令
和
七
年
八
月
七

日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

掲
載
頁

三
十
五
頁
（
号
外
第
一
一
四
号
）

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
江
戸
川
区
船
堀
二
丁
目
二
〇
番
七
号
シ

テ
ィ
ハ
ウ
ス
Ａ
棟
二
〇
四

（
甲
）
Ｌ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ｃ
Ｅ

Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｎ

Ｇ
Ｉ
Ｆ
Ｕ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ピ
ー
ラ
デ
ッ
シ
ュ
・
パ
ッ
タ

ナ
チ
ャ
ン

東
京
都
江
戸
川
区
船
堀
二
丁
目
二
〇
番
七
号
シ

テ
ィ
ハ
ウ
ス
Ａ
棟
二
〇
四

（
乙
）
Ｇ
Ｉ
Ｆ
Ｕ

Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｒ

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ

２
合
同
会
社

代
表
社
員

Ｌ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ｃ
Ｅ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｉ
Ｎ

Ｇ
Ｉ
Ｆ
Ｕ
株
式
会
社

職
務
執
行
者

美
谷

蕗
希

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
、
乙
は
甲
の
太
陽
光
発
電

事
業
の
一
部
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
、
甲
は
そ
れ

を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
十
七
日
で
あ
り
、
甲
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
九
月
十
六
日
に
予
定

し
て
お
り
、
乙
の
総
社
員
の
同
意
は
、
令
和
七
年
八
月
七

日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

掲
載
頁

三
十
五
頁
（
号
外
第
一
一
四
号
）

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
江
戸
川
区
船
堀
二
丁
目
二
〇
番
七
号
シ

テ
ィ
ハ
ウ
ス
Ａ
棟
二
〇
四

（
甲
）
Ｌ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ｃ
Ｅ

Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｎ

Ｇ
Ｉ
Ｆ
Ｕ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ピ
ー
ラ
デ
ッ
シ
ュ
・
パ
ッ
タ

ナ
チ
ャ
ン

東
京
都
江
戸
川
区
船
堀
二
丁
目
二
〇
番
七
号
シ

テ
ィ
ハ
ウ
ス
Ａ
棟
二
〇
四

（
乙
）
Ｇ
Ｉ
Ｆ
Ｕ

Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｒ

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ

３
合
同
会
社

代
表
社
員

Ｌ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ｃ
Ｅ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｉ
Ｎ

Ｇ
Ｉ
Ｆ
Ｕ
株
式
会
社

職
務
執
行
者

美
谷

蕗
希

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
に
ポ
ー
カ
ー
コ
ン

テ
ン
ツ
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
乙
は
そ
れ

を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
乙
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
一
日

掲
載
頁

二
十
七
頁

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
港
区
六
本
木
三
丁
目
二
番
一
号

（
甲
）
合
同
会
社
Ｄ
Ｍ
Ｍ
．
ｃ
ｏ
ｍ

代
表
社
員

株
式
会
社
Ｄ
Ｍ
Ｍ
．
ｃ
ｏ
ｍ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

職
務
執
行
者

亀
山

敬
司

東
京
都
港
区
六
本
木
三
丁
目
二
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｗ
ａ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｓ
ｔ

代
表
取
締
役

キ
ム
ホ
ン
ソ
ン

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
Ａ
ｉ

Ａ
ｉ

ｋ
ｉ
ｄ
ｓ
（
住
所
茨
城
県
つ
く
ば
市
み
ど
り
の
中

央
一
一
番
地
三
ウ
イ
ン
グ
マ
ル
シ
ェ
み
ど
り
の
一
〇
九
）

に
対
し
て
当
社
の
保
育
所
、
託
児
所
の
経
営
事
業
に
関
す

る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
日

掲
載
頁

六
十
二
頁
（
号
外
第
一
一
〇
号
）

令
和
七
年
八
月
十
五
日

茨
城
県
筑
西
市
幸
町
三
丁
目
五
番
一
八
号

株
式
会
社
マ
イ
ド
ラ
ッ
グ

代
表
取
締
役

羽
生

健
宏

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
ｍ
ａ

ｊ
ｏ
ｔ
ａ
ｅ（
住
所
東
京
都
港
区
三
田
一
丁
目
四
番
一
号
）

に
対
し
て
、
当
社
の
事
業
開
発
本
部
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｆ
／
ｍ
ａ
ｊ

ｏ
ｔ
ａ
ｅ
チ
ー
ム
が
所
管
す
る
ｍ
ａ
ｊ
ｏ
ｔ
ａ
ｅ
に
関
す

る
全
事
業
に
つ
い
て
の
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

当
社
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
九
月
十
二

日
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。
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令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
港
区
三
田
一
丁
目
四
番
一
号

エ
イ
ベ
ッ
ク
ス
・
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
株
式

会
社

代
表
取
締
役

黒
岩

克
巳

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｋ
．
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

札
幌
市
豊
平
区
平
岸
二
条
一
丁
目
七
番
四
号

合
同
会
社
Ｋ
．

代
表
社
員

川
本

啓
嗣

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ク
ラ
フ
ト
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

千
葉
県
八
千
代
市
米
本
二
五
六
二
番
地

農
事
組
合
法
人
ク
ラ
フ
ト

代
表
理
事

周
郷

崇

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
い
た
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
港
区
浜
松
町
二
丁
目
一
〇
番
六
号

合
同
会
社
ス
フ
ィ
ア

代
表
社
員

小
堀

光
一

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
西
二
丁
目
四
番
八
号
ウ
ィ

ン
ド
恵
比
寿
ビ
ル
八
Ｆ

Ｒ
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ｅ
Ｉ

Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｌ
Ｄ
合
同
会
社

代
表
社
員

今
井

涼
晴

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
江
東
区
亀
戸
六
丁
目
四
〇
番
七
号

合
同
会
社
Ｂ
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

代
表
社
員

阿
部

大
樹

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
港
区
浜
松
町
二
丁
目
二
番
一
五
号
浜
松
町

ダ
イ
ヤ
ビ
ル
二
Ｆ

ホ
ラ
イ
ズ
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
合
同
会
社

代
表
社
員

李

昭
穎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

石
川
県
金
沢
市
才
田
町
戊
三
三
七
番
地

合
同
会
社
幸
栄
Ｍ
.Ｃ

代
表
社
員

德
田

順

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

三
重
県
津
市
美
杉
町
奥
津
二
一
四
九
番
地

合
同
会
社
栄
徳

代
表
社
員

中
多

栄
栄





令和年月日 金曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
十
九
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

大
阪
府
大
阪
市
北
区
中
之
島
三
丁
目
六
番
一
六
号

Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
合
同
会
社

代
表
社
員

森
脇

健
吾

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

大
阪
府
四
條
畷
市
楠
公
一
丁
目
九
番
一
五
号
は
な

ま
る
鍼

整
骨
院

Ｖ
Ｏ
Ｗ
合
同
会
社

代
表
社
員

井
澤

大
介

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

大
阪
府
大
阪
市
福
島
区
鷺
洲
二
丁
目
五
番
一
二

一
〇
二
号

合
同
会
社
れ
お

代
表
社
員

山
崎

祥

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

神
戸
市
中
央
区
元
町
通
一
丁
目
六
番
九
号

合
名
会
社
藤
和
商
会

代
表
社
員

生
島

哲

組
織
変
更
公
告

当
組
合
は
、
認
可
地
縁
団
体
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
一
日
で
あ
り
、
総
会

の
承
認
決
議
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
六
日
に
終
了
し
て

お
り
、
組
織
変
更
後
の
名
称
は
別
府
自
治
会
と
し
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
は
主
た
る

事
務
所
に
備
え
置
い
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

愛
媛
県
東
温
市
下
林
甲
一
三
七
三
番
一
号

別
府
生
産
森
林
組
合

代
表
理
事

越
智

雄
二

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

北
九
州
市
小
倉
南
区
沼
緑
町
四
丁
目
一
六
番
二
二
号

合
同
会
社
Ｈ
＆
Ｐ

代
表
社
員

藤
村
美
智
代

組
織
変
更
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
七
月
十
二
日
開
催
の
総
会
の
決

議
に
よ
り
認
可
地
縁
団
体
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
で
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
か
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。な

お
、
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
は
主
た
る
事
務
所

に
備
え
置
い
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

佐
賀
県
多
久
市
南
多
久
町
大
字
下
多
久
二
四
六
七

番
地
二

西
谷
生
産
森
林
組
合

組
合
長

緒
方

利
彦

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
六
億
二
千
二
十
五
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
二
号

株
式
会
社
Ｊ

Ｆ
Ｕ
Ｎ
１
６

代
表
取
締
役

貝
瀬

和
人

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
九
千
万
一
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
三
番
一
号

Ｂ
Ｃ
Ｐ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
原

摂

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
千
七
百
一
万
二
千
二
百
五

十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
七
日

掲
載
頁

七
十
一
頁
（
号
外
第
五
十
三
号
）

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
三
丁
目
六
番
四
号
第
一

勧
業
信
用
組
合
秋
葉
原
ビ
ル
五
階

株
式
会
社
Ｄ
ｏ
ｔ
ｓ

ｆ
ｏ
ｒ

代
表
取
締
役

大
場

博
哉

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
三
千
二
百
五
十
万
四
十

円
減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
二
十
二
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
八
月
十
四
日
に
終
了
し
て

お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
八
日

掲
載
頁

五
十
五
頁
（
号
外
第
八
十
八
号
）

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
中
央
区
入
船
一
丁
目
九
番
八
号
ピ
エ
ノ

ア
ー
ク
入
船
五
階

C
A
N
D
Y
H
O
U
S
E
JA
P
A
N
株
式
会
社

代
表
取
締
役

古

哲
明

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
円
減
少
し
、
一
億
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
二
月
四
日

掲
載
頁

五
十
八
頁
（
号
外
第
二
十
二
号
）

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
丸
の

内
永
楽
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

ハ
ウ
デ
ン
・
リ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

多
田
健
太
郎

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
十
五
億
八
千
四
百
万
円
減

少
し
、
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
二
月
四
日

掲
載
頁

六
十
頁
（
号
外
第
二
十
二
号
）

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
丸
の

内
永
楽
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

ハ
ウ
デ
ン
グ
ル
ー
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

多
田
健
太
郎

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

大
阪
市
中
央
区
南
本
町
一
丁
目
二
番
七
号

プ
リ
ム
ラ
ツ
ク
ス
ジ
ヤ
パ
ン
有
限
会
社

取
締
役

ヘ
ム
ナ
ニ
・
コ
マ
ル
・
ア
シ
ョ
ク

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
五
億
五
千
万
円
、
資
本

準
備
金
の
額
を
二
十
九
億
四
千
九
百
九
十
九
万
五
千
円
減

少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
十
億
円
、
二
億
五
千
万
円
と
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

二
〇
七
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
一
番
三
号
東
京

宝
塚
ビ
ル
一
六
階イ

ン
フ
ォ
ア
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ア
ン
ド
レ
・
ピ
ー
・
ヒ
ル
ト
ン





令和年月日 金曜日 第号官 報
基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
を
基
準
日
と
定
め
、
同

日
午
後
五
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
令

和
七
年
九
月
十
七
日
開
催
予
定
の
株
主
総
会
に
お
け
る
議

決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。令

和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
五
丁
目
五
二
番
二
号

株
式
会
社
Ｔ
Ｗ
Ｉ
Ｎ

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ

代
表
取
締
役

矢
嶋

健
二

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
株
式
一
株
を
二
〇
〇
〇
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り

株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告

し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

大
阪
市
淀
川
区
宮
原
四
丁
目
二
番
一
〇
号

株
式
会
社
ベ
ル
チ
ャ
イ
ル
ド

代
表
取
締
役

藤
田

好
邦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
二
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
文
京
区
本
郷
二
丁
目
一
二
番
一
三
号

株
式
会
社
第
一
科
学

代
表
取
締
役

奥
川

博

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

富
山
市
南
央
町
三
番
二
八

株
式
会
社
宝
来
社

代
表
取
締
役

荒
井

洋
平

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

大
阪
市
中
央
区
谷
町
二
丁
目
三
番
四
号
サ
ン
シ
ャ

イ
ン
大
手
前
ビ
ル
八
階

株
式
会
社
オ
ー
シ
ー
シ
ー
情
報
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

松
田

泰
司

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

大
阪
市
浪
速
区
湊
町
一
丁
目
三
番
一
号

株
式
会
社
甲
子
社
ヱ
イ
・
ブ
イ
・
シ
ー

代
表
取
締
役

堀
江

大
輔

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

兵
庫
県
西
宮
市
生
瀬
町
一
丁
目
二
二
番
一
二
号

株
式
会
社
巨
勢
工
務
店

代
表
取
締
役
社
長

高
井

京
浩

合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
Ｒ
Ｈ
サ
ク
セ
シ
ョ
ン
株
式
会
社
と
合
併
し
て

解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
の
株
券（
新

株
予
約
権
証
券
、
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
含
む
）
を
所

有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日（
新
株
予
約
権
証
券
提
出
日
）

で
あ
る
令
和
七
年
十
月
一
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ

い
。令

和
七
年
八
月
十
五
日

大
阪
市
西
区
江
戸
堀
一
丁
目
一
五
番
二
七
号

株
式
会
社
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

江
口

英
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
十
二
億
三
千
九
百
九
十

五
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.w
eb -p

u
b
lic -n

o
tice.jp

/

44O
U
56S -00046

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号ピ

ー
ピ
ー
エ
フ
エ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
・
ナ
イ
ン
特

定
目
的
会
社

取
締
役

鈴
木

真
希

債
権
申
出
の
催
告
（
第
二
回
）

当
基
金
は
、
代
議
員
会
に
お
け
る
代
議
員
の
議
決
に
よ

り
解
散
し
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本

公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
八
月
八
日
）
の
翌
日
か
ら

二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申

し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
渡
辺
通
三
丁
目
一
番
一
〇
号

相
光
グ
ル
ー
プ
勤
労
者
財
産
形
成
基
金

清
算
人

砥
綿

和
昭

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
（
号
外
第
一
七
五
号
）
掲
載

の
第
三
十
七
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「
代
表
取
締
役
社

長

岡
本

誠
也
」
と
あ
る
は
、「
代
表
取
締
役
社
長

岡

本

誠
地
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
致
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
一
ツ
橋
一
丁
目
二
番
二
号

住
商
フ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

岡
本

誠
地

訂
正
公
告

令
和
七
年
八
月
六
日
掲
載
の
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

中
、「
三
千
五
百
万
円
」
と
あ
る
は
「
三
千
六
百
万
円
」
の

誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

鳥
取
県
鳥
取
市
青
葉
町
一
丁
目
一
一
一
番
地

株
式
会
社
大
佐
古
組

代
表
取
締
役

大
佐
古
弘
之

訂
正
公
告

令
和
七
年
八
月
八
日
（
号
外
第
一
八
一
号
一
〇
六
頁
）

掲
載
の
株
式
会
社
秋
田
マ
シ
ナ
リ
ー
に
係
る
合
併
公
告
及

び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、（
甲
）決
算
公
告
の
会
社
名「
株

式
会
社
マ
シ
ナ
リ
ー
」
と
あ
る
は
、「
株
式
会
社
秋
田
マ
シ

ナ
リ
ー
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
五
日

扱

店
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